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料金表１ 
 

介護保険給付対象サービス料金 

一定以上の所得がある方については、基本サービス費負担が１割、2 割、３割となる場合があります。 

■ 1 日の利用料金（社会福祉法人等利用者負担軽減制度利用無しの場合）（令和 6 年 8 月 1 日～） 

 内容 要支援 1 要支援 2 

1 基本サービス費 5,290 円 6,560 円 

2 介護保険から給付される金額 4,761 円 5,904 円 

3 ★基本サービス利用に係る自己負担額 

1 割 529 円 1 割 656 円 

2 割 1,058 円 2 割 1,312 円 

3 割 1,587 円 3 割 1,968 円 

 内容 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

1 
基本サービス費 

7,040 円 7,720 円 8,470 円 9,180 円 9,870 円 

2 
介護保険から給付され

る金額 
6,336 円 6,948 円 7,623 円 8,262 円 8,883 円 

3 

★基本サービス利用に

係る自己負担額 
1 割 704 円 

2 割 1,408 円 

３割 2,112 円 

1 割 772 円 

2 割 1,544 円 

3 割 2,316 円 

1 割 847 円 

2 割 1,694 円 

3 割 2,541 円 

1 割 918 円 

2 割 1,836 円 

3 割 2,754 円 

1 割 987 円 

2 割 1,974 円 

3 割 2,961 円 

４ 

★食事・滞在費に係わる

自己負担額 

※軽減制度があります 

 食費 滞在費 

1 段階 300 円 880 円 

2 段階 600 円 880 円 

3 段階① 1,000 円 1,370 円 

3 段階②（新設） 1,300 円 1,370 円 

※軽減制度に該当しません 
上記以外の方 1,445 円 2,066 円 

 

■ 各種加算  

加算内容  単位 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

通常の加算 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) １日 22 円 44 円 66 円 

看護体制加算（Ⅰ） 1 日 4 円 8 円 12 円 

看護体制加算（Ⅱ） 1 日 8 円 16 円 24 円 

夜勤職員配置加算（Ⅱ） 1 日 18 円 36 円 54 円 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 1 月 1 月の総単位数に 14.0％を乗じた額 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 1 月 10 円 20 円 30 円 
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緊急受入時 緊急短期入所受入加算（7 日間限度） 1 日 90 円 180 円 270 円 

特別な食事 療養食加算（対象者のみ） 1 回 8 円 16 円 24 円 

医療連携強化 医療連携強化加算 1 日 58 円 116 円 174 円 

長期利用 長期利用者提供減算 1 日 -30 円 -60 円 －90 円 

送  迎 送迎加算 片道 184 円 368 円 552 円 

個別機能訓練 個別機能訓練加算 1 日 56 円 112 円 168 円 

認知症ケア 認知症専門ケア加算 1 日 3 円 6 円 9 円 

 

介護保険の負担限度額認定制度 

各市町村にて認定を取得すると、介護保険施設に支払う居住費と食費の軽減を受けられる制度です。 

■ 利用者負担段階と負担限度額（ユニット型個室） 

利用者負担段階 
負担限度額 

食 費 滞在費 

第 1 段階 

世 帯 全 員 が

市 町 村 民 税

非課税の方 

生活保護を受けている方 

老齢福祉年金受給者の方 
300 円 880 円 

第 2 段階 

課税年金収入額と合計所得金額と[遺族年金･障害者

年金]収入額の合計額が年額 80 万円以下の方。※ 寡

婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年

金を含みます。以下同じ。 

600 円 880 円 

第 3 段階 

① 

課税年金収入額と合計所得金額と[遺族年金･障害者

年金]収入額の合計額が年額 80 万円を超え、120 万

円以下の方 

1,000 円 1,370 円 

第 3 段階 

➁ 

課税年金収入額と合計所得金額と[遺族年金･障害者

年金]収入額の合計額が年額 120 万円を超える方。 
1,300 円 1,370 円 

第 4 段階 上記以外の方 1,445 円 2,066 円 
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○社会福祉法人等利用者負担軽減制度 

■社会福祉法人等利用者負担軽減制度 

低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がそ 

の社会的役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする 

ものである。 

 対象者は、中泊町介護保険被保険者で、市町村民税世帯非課税であって 5 つの要件の全てを満たす者のうち、そ 

の者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護 

受給者とする。 

 手続き等の説明、申請代行等も行いますので、お気軽にご相談下さい。 

 

 

高額介護サービス費 

   1 ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。 

■高額介護サービス費の基準 

対象となる方 負担の上限額（月額） 

生活保護を受給している方等 15,000 円（世帯） 

世帯の全員が市町村民税非課税  

 

前年の公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額の合計が 80 万円

以下の方等 

15,000 円（個人） 

24,600 円（世帯） 

 

前年の公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額の合計が 80 万円

を超える方等 

24,600 円（世帯） 

市町村民税課税世帯で、課税所得 380 万円（年収約 770 万円）未満の方等 44,400 円（世帯） 

市町村民税課税世帯で、課税所得 380 万円以上（年収約 770 万円）～課税所得

690 万円（年収約 1,160 万円）未満 

 

93,000 円（世帯） 

市町村民税課税世帯で、課税所得 690 万円以上（年収約 1,160 万円）以上 

 

140,100 円（世帯） 

※1 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用している方全員の負担合計の上限 

額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指す。 

※2 介護サービスの利用者と同一世帯に年収約770万円以上の65歳以上の方（サービスを利用してい 

ない方を含む）がいる場合、毎月の負担上限額が上記のとおりとなります。 



- 4 - 

 

料金表２ 

 

■ 介護保険対象外サービス 

介護保険の給付対象とならないサービスについては、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

項  目 自己負担額 

利用者の希望による特別な食事の提供に要する費用 実 費 

理美容に要する費用 実 費 

施設サービスの提供にあたり、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、

利用者負担させることが適当と認められるもの。 

①利用者の希望により提供する日常生活に必要な身の回り品の費用 

②利用者の希望により提供する日常生活に必要な教養娯楽に要する費用 

実 費 

インフルエンザ等の予防接種に関わる費用（毎年流行前に本人・家族の承諾のもと） 実 費 

クリーニング店に取り次ぐ場合の私物の洗濯代金等 物品代金等 

診断書、意見書などの文書類にかかる費用 実 費 

サービス提供についての記録等の複写物を希望される場合  1 枚 10 円 

当該利用者の処遇に関する安全・安楽に伴う費用 実 費 

入院・外出に関わる物品（入院や外出などに使用するおむつ、ティッシュなど） 実 費 

外出・行事等で利用者ご本人が希望した飲食物、娯楽用品の購入 実 費 

その他社会生活する上で、一般的に本人が負担すべき費用と判断されるもの 実 費 

 

 

 

 


